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改正公益通報者保護法の施行について 

 

 

公益通報者保護法は、事業者における法令違反行為を労働者が通報した場合に、解

雇等の不利益取扱いから保護し、事業者の法令遵守を強化することを目的として、平

成 16 年 6 月に公布され、平成 18 年 4 月 1 日に施行されたところです。同法並びに内

閣府より発出されたパンフレットにつき、平成 17 年 10 月 11 日付 (地Ⅰ112)の文書に

てご案内しています。  

今般、近年も社会問題化する事業者の不祥事を受け、公益通報を基に早期是正を行

い、被害の防止を図ること等を目的に、令和 2 年 6 月に同法の改正が公布され、本年

6 月 1 日より施行されました。  

改正内容は、特に、事業者に対して、内部通報に適切に対応するために（窓口設定、

調査、是正措置等）必要な体制の整備等が義務づけられています。なお、中小事業者

（従業員数 300 人以下）は努力義務とされています。また、保護される者としては、

労働者に加え、退職後 1 年以内の退職者及び、役員が追加されていること等がありま

す。  

詳細につきましては、別添をご参照ください。  

つきましては、貴会におかれましても本件につきご了知いただくとともに、貴会管

下の郡市区医師会並びに関係医療機関等に御周知を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。  

 



消̂
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近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず→早期是正により被害の防止を図ることが必要

①事者自ら、正を是正しやすくするとともに、
安心して通報を行いやすく

庁公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)

事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必
要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を
義務付け。具体的内容は指針を策定【第11条】
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務

●その実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告
及び勧告に従わない場合の公表)を導入【第15条第16条】

0 内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる
情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰
を導入)【第12条・第21条】

③通報者がより保護されやすく

0 保護される人【第2条第1項制

(改正)(現行)

②行政機関等への通報を行いやすく

0 権限を有する行政機関への通報の条件【第3条第2号】

(現行)
信じるに足りる相当の理由

がある場合の通報

0 報道機関等への通報の条件【第3条第3号】

(改正)(現行)

>退職者(退職後1年以内)や、労働者 役員(原則として調査是正の取組を前置)を追加

生命.身体に対する危生>財産に対する損害(
通報者を特定させる情報が

(なし)>漏れる可能性が高い場合を追加

内部通報・外部通報の実効化

(改正)

^^

権限を有する行政機関における公益通報に適切1

対応するために必要な体制の整備等【第13条第部則

0 保護される通報【第2条第3動

(現行) (改正)

※公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

刑事罰の>行政罰の対象対象を追加

0 保護の内容【第7条】

(改正)(現行)
通報に伴う損害

(なし)>賠償責任の免除
を追加



公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業

者及び行政機関がとるぺき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。

(1)目的

公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかか
わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する
こと

(2)「公益通報」とは
(i)労働者(公務員を含む。)が、(iD不正の目的でなく、(iii)労務提供先等について(iv)

公益通報者保護法の概要

「通報対象事実」が(V)生じ又は生じようとする旨を、(vi)「通報先」に通報すること

(3)「通報対象事実」(N)とは
①国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの

②
に規定する罪の犯罪行為の事実
別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合におけ
る当該処分の理由とされている事実等
(別表)刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他

(4)「通報先」(VD と保護要件
①事業者内部(内部通報)

政令で定める法律(独占禁止法、道路運送車両法等)

②通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合

③

通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある

場合(*)

事業者外部(通報対象事実の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

(5)公益通報者の保護
保護要件を満たして「公益通報」した労働者(公益通報者)は、以下の保護を受ける。

上記(*)及び一定の要件(内部通報では証拠隠滅のおそれがあること、内部通報後20日以内に調査

を行う旨の通知がないこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があること等)を満たす場合

公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・その他不利益な取扱いの禁止

(6)公益通報者・事業者・行政機関の義務
公益通報者が他人の正当な利益等を害さないようにする努力義務

(公益通報者が派遣労働者である場合)公益通報をしたことを理由とする労働者派遣

契約の解除の無効・その他不利益な取扱いの禁止

①
②
③
④

公益通報に対して事業者がとった是正措置等を公益通報者に通知する努力義務
公益通報に対して行政機関が必要な調査及び適当な措置をとる義務

(フ)その他

①本法は、労働契約法第16条(解雇権濫用の法理)など他の法令の適用を妨げない

誤って通報を受けた行政機関が処分等の権限を有する行政機関を教示する義務

②施行後5年を目途に見直しの検討

①
②
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ハ
ロ
。
第
四
条
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
Υ
」

)
第

と
し
う

及
、
舮
遣
、
力
働
の
護
等
に
関
る
1
 
(
昭
和
六
十

一
条
第
二
口
に
規
定
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
で
あ

を
^
イ
う
炉
西
に
^
^
て
、
当
^
^
^
昌
^
が
当
^
^

口
に
お
い
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
(
同
条
第

る
伊石

こ

者
と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の
契

)
の
役
務
の
し
を
受
け
る
事
業
者

、
、

契
約
に

三
前
二
口
に
掲
げ
る

正
す
る
労
働
派
遣
を
い
う
。
第
条
第
二
L
に
お
い
て
同

事
業
に
従
事
る
と
き
に
お
け
る
当
該
他
の
事
業

つ
い
て
業
を
下
う
炉
西
に
お
い
て
、
当
該
、
力
働
が
当
該

(
新
設
)

者
が
他
の

Υ

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
益
通
報
者
」
と
は
、
公
益
通
報
を
し
た
労
働

劃
を
い
う
。

と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の

3

0
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こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
報
対
象
事
実
」
と
は
、
次
の
引
い
ず
れ

3

か
の
事
実
を
い
う
。

一
こ
の
Υ
,
及
ひ
個
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の

擁
護
、
環
境
の
保
全
、
公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他
の
国
民
の
生
命
、

身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
関
わ
る
法
律
と
し
て
別
表
に
掲

げ
る
も
の
(
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
に
規
定
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
畢
実
1

剣
二
(
略
)

(
略
)

4

及
、
同
表
に
掲
げ
る
法
律
に
規
定
る
過
料
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事

第
二
章
仏
益
通
報
を
し
た
こ
と
を

る
仏
益
通
報
者
の
解

由
と

一
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思

料
す
る
場
合
当
該
1
に
対
す
る
八
盡
通
報

二
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
信

ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
当
該
通
報
対
象
事
実
に
つ

(
解
雇
の
盆
窈
)

第
三
条
労
働
者
で
あ
る
仏
益
通
報
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

雇
の
無
効
及
ひ
不
利
益
な
扱
い
の
ホ
止
等

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
報
対
象
事
実
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事

3

実
を
い
う
。

一
個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
環
境
の

保
<
王
、
公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他
の
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ

前
条
第
一
項
第
一
口
方
に
め
る
業
者
(
当
該
労
働
者
を
自
ら
用

る

も
の
に
F
る
。
第
九
久
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
行
っ
た
解
雇
は
、
無
効
と

す
る
。

一
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思

料
す
る
場
合
当
該
1
に
対
す
会
籍
報

力

二
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
若
し
く
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る

の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法
律
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
も
の

(
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
つ
く
命
令
を
含
む
。
訓
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
規
定
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
の
事
実

と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
又
は
通
報

二
(
略
)

(
略
)

4

(
新
設
)

(
解
雇
の
鉦
邑

第
柔
 
1
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
前
条
第
一
項
第

一
口
万
に
ー
が
行
っ
た
解
雇
は
鉦
鰯
と
す
る
。
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生
じ
、
一
し
く
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
半
し
、
力
つ

次
に
掲
げ
る
事
ハ
を
記
載
し
た
書
面
(
電
子
的
方
工
、
磁
気
的
方
工
そ

の
他
の
知
覚
に
ょ
っ
て
は
認
、
、
ヨ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
工
で
イ
ら

る
記
、
を
己
む

当
該
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
処
分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
限
を
有

す
る
ー
に
対
す
会
姦
報

仏
益
通
報
の
氏
名
又
は
名
ハ
及
、
住
戸
又
は

戸

当
該
通
報
対
象
実
の
内
容

当
該
通
'
、
象
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い

ホ
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
枦
出
る
炉
口

1
二
当
、
、
弘
通
報
'

三
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
信

ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
そ
の
者
に
対
し
当
該
通
報
対
象
事
実
を
通
報
す
る
こ
と
が

そ
の
発
生
又
は
こ
れ
に
ょ
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
公
益
通
報

イ
・
口
(
略
)

な
ヨ
置
が
と
ら

き
と
思
米
る
由

る

に
つ
い
て
、
Υ
令
に
づ
く
.
冒
そ
の
他
適
当

＼ノ

て
処
分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
限
を
有
す
る
ー
に
対
す
る
公

い益
通
報

第
一
口
に
定
め
る
ノ
ム
通
幸
を

仏
益
通
報
者
に
つ
い
て
知
り
旧
イ
た
項
を
、
当
該
仏
益
通
報
者
を

疋
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
正
当
な
由
が
な
く

て
漏
ら
す
と
信
、
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
る
炉
一
口

ニ
ー
か
ら
前
晉
方
に
定
め
る
八
盡
通
報
を
し
な
い
i
を

正
当
な
理
由
が
な
く
て
要
求
さ
れ
た
場
合

ホ
書
面
に
ょ
り
第
一
口
方
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
日
か
ら
二
十
日

(
新
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)

役
務
枦
L
先
が
、
当
該

三
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
信

ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
そ
の
者
に
対
し
当
該
通
報
対
象
事
実
を
通
報
す
る
こ
と
が

そ
の
発
生
又
は
こ
れ
に
ょ
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
公
益
通
報

イ
・
口
(
略
)

(
新
設
)ー

か
ら
前
二
口
万
に
定
め
る
八
盡
通
報
を
し
な
い
ー
を

正
当
な
理
由
が
な
く
て
要
求
さ
れ
た
場
合

二
書
面
介
子
的

磁
気
的
方
工
そ
の
他
人
の
知
覚
に
ょ
っ
て

工

5

ば
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を
経
過
し
て
も
、
当
該
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
当
該
1

先
等
か
ら
調
査
を
行
う
旨
の
通
知
が
な
い
場
合
又
は
当
該
1

先
等
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
調
査
を
行
わ
な
い
場
合

~
個
人
の
生
命
し
く
は
身
イ
に
'
、
る
危
害
又
は
個
(
業
を

行
う
場
合
に
お
け
る
も
の
を

以
下
こ
の
へ
に
お
い
て
同
じ

く

)
の
財
産
に
対
す
る
損
害
(
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
害
又
は

著
し
く
多
の
個
人
に
お
け
る
多
、
の
損
{
舌
で
あ
っ
て
、
通
と
、
象

第
三
口
口
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
急
迫
し

た
危
険
が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

を
直
の
原
因
と
る
も
の
に
F
る
。
第
六
久
第
ニ
ロ
ロ
及

又
力
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
の
盛
逝

第
四
条
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
め
る
事
業
者
(
当
該
沙
遣
労
働
者
に

係
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
枦
松
を
受
け
る
も
の
に
F
る
。
以
下
こ
の
条

及
、
次
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す
る
派

遣
労
働
者
で
あ
る
公
益
通
報
者
が
前
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た

i
を
理
由
と
し
て
ー
に
ヨ
事
業
者
が
行
っ
た

労
働
者
派
遣
契
約
全
力
働
者
派
遣
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
工
で
イ
ら
る
記
、
を
含
む
。
第

九
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
ょ
り
第
一
口
万
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し

た
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
し
て
も
、
当
該
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て

、し

当
該
1
か
ら
調
査
を
行
う
旨
盆
知
が
な
い
奨
旻

、

は
当
該
1
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
調
査
空
g
な
い

場
合

ホ
個
人
の
生
命
1
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
魯
這

し
た
危
険
が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
)
の
解
除
は
、
無
効
と
す
る
。

(
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
)

第
五
条
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
一
口
万
に
矧

(
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
)

第
五
条
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
捌

(
労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
の
毎
翅

第
四
条
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
指
揮
命
令
の
下
に
労

働
す
る
派
遣
労
働
者
で
あ
る
公
益
通
報
者
が
前
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通

報
を
し
た
i
を
理
由
と
し
て
ー
に
掲
げ
る
事
業
者
が
行
っ
た

労
働
者
派
遣
契
約
全
力
働
者
派
遣
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労

働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
)
の
解
除
は
、
無
効
と
す
る
。

-6 -



め
る
事
業
者
は
、
そ
の
使
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
た
公
益
通
報
者
が
第

三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
公
益

通
報
者
に
対
し
て
、
降
格
、
減
給

取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
1
事

2

業
者
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す
る
派
遣
労
働
者
で
あ
る
公
益
通

報
者
が
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

当
該
公
益
通
報
者
に
対
し
て
、
当
該
公
益
通
報
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
を

す
る
事
業
者
に
派
遣
労
働
者
の
交
代
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
不
利
益
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
一
頂

め
る

こ

四
口

に
限
る
。
次
条
及
ひ
第
八
条
第
四
《
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
そ
の
1
務

を
行
わ
せ
、
又
娃
イ
わ
て
い
た
仏
通
報
者
が
7
条
各
口
に
正
め
る
仏

の
不
支
私
そ
の
他
不
利
益
な

益
通
報
を
し
た
こ
と
を
由
と
し
て
、
当
、
弘
仏
益
通
報
者
に
'
、
し
て

酬
の

メ
し

P

そ
の
他
不
利
な
扱
い
(
停
イ
を

)
を
し
て
は
な
ら

く

7

(
役
員
を
舮
イ
さ
た
炉
口
の
損
害
貼
償
請
求
)

第
六
条
役
員
で
あ
る
仏
益
通
ま
者
は
、
次
の
各
口
に
掲
げ
る
舮
西
に
お
い

げ
る
事
業
者
は
、
そ
の
使
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
た
公
益
通
報
者
が
第

三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
公
益

通
報
者
に
対
し
て
、
降
格
減
給
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

2
 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

業
者
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す
る
派
遣
労
働
者
で
あ
る
公
益
通

報
者
が
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

当
該
公
益
通
報
者
に
対
し
て
、
当
該
公
益
通
報
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
を

す
る
事
業
者
に
派
遣
労
働
者
の
交
代
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
不
利
益
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
新
設
)

て
そ
ぞ
当
該
各
口

第
二
久
第
一
エ
ハ
第
四
園

こ

め
る

(
同
ロ
イ
に
掲
げ
る
業

当
亥

こ
と
が
で
き
る
。

一
通
▲
、
象
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思

1
 
当
裏
務
"
死
等
f
す
る
仏
通
報

郁
イ
に
ょ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
貼
償
を
請
求

し

る

め
る
ノ
ム
益
通
を
し
た
こ
と
を
由
と
し
て

業
者
か
ら
停
イ
さ
た
炉
西
に
は

(
新
設
)

に
」.

31



二
次
の
し

分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
限
を
有
る
行
政
機
関
等
に
対
る
仏
益

劉イ
調

か
に
該
当
る
伊
口
当
該
通
ム
、
象

通
報
対
象
事
実
の
調
査
及
ひ
そ
の
是
正
の
た
め
に
必
要
な
.
置
を

し

正
.
置
合
良
な
管

フ
ロ
イ
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
と
る
と
と
に
努
め
た
に
も
か

つ

力
わ
ら

よ
う
と
し
て
い
る
と
信
、
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
西

通
報
文
象
事
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と

信
、
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
り
、
か
つ
、
個
の
生
命
若
し

な
お
当
該
通

く
は
身

こ

)
の
産
に
上
、
る
損
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生

も
の
を

く

と
同
一
の
、
、
意
を
も
っ
て
行
う

る
魚
迫
し
た
危
r
が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
る

三
次
の
し

劉

に
つ
い
て

る
危
害
又
は
個
(

を
通
報
す
る
こ
と
が
そ
の
発
生
又
は
こ
に
ょ
る
ネ
害
の
拡
大
を
防
止

が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ

る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
る
者
に

イ
調

力
に
該
当
る
炉
西
そ
の
に
▲
、
し
通

当
該
通
,
、
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る

と
信
、
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず

力

正
日
署
を
と
る
こ
と
に
め
た
に
も
か
か
わ
ら

1

を
行
つ

の
他
不
利
益
な
扱
い
を
受
け
る
と
信
、
る
に
足
り
る
相
当
の

口
に
お
け
る

1 こ

め
る
ノ
ム
通

を

第
一

め
る
仏
益
通
報
を
す
ば
当
該
通
'
、
象
{

こ

こ

る
ノ
ム
通
報

象
{

ば
郁
イ
、
報
酬
の

な
おそ

②1 (1)1

月1」

エコ
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係
る

が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
る
炉
合

が
隠

さ

役
務
"
、
先
か
ら
前
二
口
に
疋
め
る
仏
益
通
報
を
し
な
い
こ
と

を
正
当
な
由
が
な
く
て
^
求
さ
た
炉
口

通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と

信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
り
、
か
つ
、
個
人
の
生
命
若
し

く
は
身
イ
に
し

偽
、
旭
さ

)
の
財
産
に
▲
、
る
損
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生

も
の
を

く

る
今
迫
し
た
危
r
が
あ
る
と
信
、
る
に
足
り
る
相
当
の
由
が
あ
る

劉

又
は
変
、
旭
さ
れ
る
お
そ

(
損
害
盲
償
の
制
β
)

第
七
条
第
二
久
第
一
客
口
に
正
め
る

巳
害
又
は
個
人
(
業
を
行

口
に
お
け
る

る

つ
土

各
口

め
る
ノ
ム
、
通
に
ょ
っ
て
損
害
を
受
け
た
こ
と
を
由
と
し

こ

て
、
当
該
仏
益
通
報
を
し
た
ノ
ム
益
通

こ
と
が
で
き
な
い
。

理
由
と
し
て
労
働
又
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

(
解
釈
規
定
)

第
八
条
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
通
報
対
象
事
実
に
係
る
通
報

命
令
を
い
う
。
第
十
久
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
規
定
の
適
用
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(
略
)

2

1
為
定
は
、
山
局
契
約
法
第
十
四
条
恐
第
十
五
条
為

3

を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
二
久
第
一
項
各
園

げ
る
者
に
対
し
て

こ

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
他
の
法
令
の
規

定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

2

(
略
)

1
為
定
は
為
契
約
法
第
十
四
条
袈
第
十
麦
秀

3

に
'
、
し
て
、
貼
償
を
請
求

る

第
三
久
各
口
及
ひ
前

(
新
設
)

取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
他
の
法
令
(
!
及
ひ
、
Υ
,
に
基
つ
く

(
解
釈
規
定
)

第
六
条
前
三
条
の
規
定
は
、
通
報
対
象
事
実
に
係
る
通
報
を
し
た
こ
と
を

01
剛

は
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規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
六
条
の
規

と
し
て
第
二
久
第
一
項
第
四
口
に
疋
め
る

た
が
当
該

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
他
の
、
Υ
ラ
の
規
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は

ナ
し(

一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い
)

第
九
条
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
一

般
職
の
国
家
公
務
員
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
九
十
九
号
)
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
)
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
、
自
衛
隊

法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
)
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

隊
員
及
び
一
般
職
の
地
方
公
務
員
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
般
職
の

国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
)
に
対
す
る
免
職
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
玉
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、し

国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
裁
判
所
職
員
臨

、

時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
国
会
職
員
法
、
自
衛

隊
法
及
び
地
方
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
石
万
)
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
石
万

に
a
事
業
者
は
、
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
し
て
免
職
そ
の
他
不
利
益
な

取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
を
適
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
▲
、
象
事
実
に
係
る
通
を
し
た
こ
と
を

に
'
、
し
郁
イ
に
ょ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求

者
か
ら
役
員
を
郁
イ
さ

定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
1
の
国
家
仏
務
員

由

等
の
イ
命
権
者
そ
の
他
の
第
二
条
第
一
項
第
一
口
万
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、

定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(
新
設
)

(
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い
)

第
七
条
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
と
と
を
理
由
と
す
る
一

般
職
の
国
家
公
務
員
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
九
十
九
号
)
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
)
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
、
自
衛
隊

法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
)
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

隊
員
及
び
一
般
職
の
地
方
公
務
員
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
般
職
の

国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
)
に
対
す
る
免
職
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、し

国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
裁
判
所
職
員
臨

、

時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
国
会
職
員
法
、
自
衛

隊
法
及
び
地
方
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
)
の

第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
一
般
職
の

国
家
公
務
員
等
に
対
し
て
免
職
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

41
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(
他
人
の
正
当
な
利
益
等
の
尊
重
)

第
十
条
第
麦
奔
号
1
に
定
め
る
ハ
ム
益
通
報
を
す
る
割

他
人
の
正
当
な
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努

、

め
な
け
^
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

(
削
る
)

者
が
と
る
、
き
"
置
等

1 (
事
業
が
と
る
べ
き
.
置
)

益
通
報
を
受
け
、
並
、
に
当
弘
仏
益
通
報
に
係
る
通
▲
、
象
{
の
調

(
他
人
の
正
当
な
利
益
等
の
尊
重
)

第
八
条
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
す
る
労
働
者
は
、
他
人
の
正

当
な
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ぱ

0

な
ら
な
い

及
ひ
そ
の
是
正
に
必
要
な
"
置
を
と
る
業
務
(
次
条
に
お
い
て

を
し「

仏
益
通
▲
、
応
業
務
」

)
に
従
す
る
者
(
次
条
に
お
い
て

と
し
う

者
は
、
第
三
久
第
盲
及
、
第
六
久
第
石
に
疋
め
る
仏

「
仏
益
通
▲
、
応
務
従
者
」

、
0

しる
と
と
も
に
、
仏
、
通
の
内
{
谷
の
活
用
に
ょ
り
国
の
生
命
身
イ

業
者
は
、
前
項
に
疋
め
る
も
の
の
ほ
か
、
仏
益
通
幸
者
の
保
護
を
図

(
新
設
)

そ
の
他
の
利
益
の
護
に
関
わ
る
Υ
令
の

合
走
正
"
置
等
の
通
知
)

第
九
条
書
面
に
ょ
り
公
益
通
報
者
か
ら
第
三
条
第
石
に
定
め
る
公
益
通

報
を
さ
た

)
を
正
め
な
け
ば
な
ら
な

と
し
う

そ
の
他
日
正
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
口
置
を
と
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
を

当
該
公
益
通
に
係
る
通
報
対
象
事
実
が
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を

当

該
仏
益
通

ら
な
い

者
は
、
当
、
、
弘
仏
益
通
報
に
係
る
通

0

(
新
設
)

こ

遅
、
Υ
な
く
、
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
ば
な

し

の
L
守
を
図
る
た
め

象
{
の
中
止

21
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第
三
条
第
一
口
及
、
第
六
条
第
石
に
定
め
る
仏
、
通
幸
に
応
じ
、
適

切
に
対
応
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
.
置
を
と

ら
な
け
ば
な
ら
な
い

使
用
る
労
働
四
が
一
一
百
人
以
下
の
業
に
つ
い
て
は

吊

第
一
項
中
「
め
な
け
ば
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け

め
な
け
ば
」
と
す
る

前
項
中
「
と
ら
な
け
ば
」
と
あ
る
の
は
「
と
る
よ
う
に

と

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
及
、
第
二
項
(
こ
ら
の

規
定
に
ょ
り
読
み
ぇ
て
適
用
る
舮
西
を
含
む
。
)
の
定
に
づ
き

業
者
が
と
る
べ
き
 
0
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
{
施
を
図

る
た
め
に
必
要
な
指
金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
金
」

こ

と

し

)
を
定
め
る
も
の
と

る

つ

内
閣
総
大
臣
は
、
指
金
を
疋
め
よ

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

つ
と

消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
ば
な
ら
な
し

内
閣
総
大
臣
は
、
指
金
を
め
た
と
き
は
、
遅
、
な
く
、
こ
を
仏

表
る
も
の
と
る

前
二
<
の
規
疋
は
、
指
金
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

る

1
 
仏
益
通
'
、
応
業
務
従
者
又
は
仏
益
通
'
、
応
務
従
者

(
仏
益
通
報
対
応
業
務
従
者
の
義
務
)

で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
由
が
な
く
、
そ
の
仏
益
通
邦
、
応
業
務
に
関

し
て
知
り
旧
イ
た
項
で
あ
っ
て
ノ
ム
通
報

を

を
前
項
の

し
て
は
な
ら
な
い
。

(
行
政
機
関
が
と
る
べ
き
措
置
)

さ
せ
る
も
の
を
漏
ら

(
新
設
)

(
行
政
機
関
が
と
る
べ
き
措
置
)

71 61 51 41

ば
L^
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第
十
三
条
通
報
'
、
象
事
実
に
つ
い
て
処
分
又
は
勧
告
等
を
る
権
f
を
有

す
る
行
政
関
は
、
公
益
通
報
者
か
ら
第
三
条
第
二
号
及
ひ
第
六
条
第
二

剛
に
定
め
る
公
益
通
報
を
さ
れ
た
ー
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当

該
公
益
通
報
に
係
る
通
報
対
象
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
に

基
づ
く
措
置
そ
の
他
適
当
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
邦
、
象
実
に
つ
い
て
凡
分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
β
を
有
す
る
行

項
に
定
る
拓
置
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
第
三
条
第
二
口
及
ひ

関
(
第
二
久
第
四
工
条
石
に
正

第
六
条
第
二
口
に
定
め
る
公
益
通
報
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
る
た
め
に

必
要
な
イ
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
.
置
を
と
ら
な
け
ば
な
ら
な

、
0

し

第
一
項
の
公
益
通
報
が
第
二
条
第
三
項
第
石
方
に
掲
げ
る
犯
罪
行
為
の

3

事
実
を
内
容
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
犯
罪
の
捜
査
及
び
公
訴
に
つ
い

て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
訴
訟
法
(
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
一
口
万
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

(
歓
不
)

第
十
四
条
(
略
)

る
「
員
を

く

第
十
条
 
1
か
ら
第
麦
粛
二
号
に
定
め
る
釜
通
報
を
さ
れ
た

ー
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
公
益
通
報
に
係
る
通
報
対
象

事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
に
基
つ
く
措
置
そ
の
他
適
当
な
措

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

第
四
章
釧

(
報
告
の
,
収
並
、
に
助
言
、
指
及
、
勧
止
巳

第
十
五
条
内
閣
総
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
一
項
及
、
第
二
項
(
と
れ
ら 前

の
規
正
を
同
久
第
三
項
の
規
正
に
ょ
り
読
み
ぇ
て
適
用
る
炉
西
を
含

(
新
設
)

む
。
)
の
足
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

2
 
前
項
の
公
益
通
報
が
第
二
条
第
三
項
第
石
方
に
掲
げ
る
犯
罪
行
為
の
事

実
を
内
容
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
犯
罪
の
捜
査
及
び
公
訴
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
訴
訟
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
一
口
万
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

(
教
示
)

第
十
一
条
(
略
)

(
新
設
)

(
新
設
)

21

は
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に
対
し
て

と
が
で
き
る
。

1
第
十
六
条
内
閣
総
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
一
項
及
、
第
二
項
の
規
正
に

告
を
求
め
、
又
は
助
言
、
指
若
し
く
は
勧
告
を

る
こ

反
し
て
い
る

に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た

に
従
わ
な
力
っ
た
と
き
は

ガ
』
、

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
 
内
閣
総
大
臣
は
、
こ
の
、
Υ

の

(
関
係
下
政
関
へ
の
照
会
等
)

者
に
▲
、
し
、
剛
久
の
規
に
ょ
る
勧
告
を
し
た
炉

口

関
係
行

る
。(

内
閣
総
大
臣
に
ょ
る
情
の
収

第
十
八
条
内
閣
総
大
臣
は
、
仏
益
通
幸
及
、
仏
益
通
幸
者
の
状
況
に
関

関
に
対
し
、
照
△
=
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

す
る
情
そ
の
他
そ
の
普
及
が
仏
益
通
報
の
保
護
及
ひ
仏
益
通
の
内

六
の
、
、
用
に
ょ
る
国
の
生
命
、
身

関
わ
る
、
Υ
、
口
の
規
の
L
{
寸
に
資
る
こ
と
と
な
る
情
幸
の
収
集
整

及
ひ
"
、
に
^
め
な
け
ば
な
ら
な
い

1
第
十
九
条
内
閣
総
大
臣
は
、
こ
の
、
Υ
,
に
ょ
る
権
限
(
政
令
で
正
め
る

(
新
設
)

こ1

つ
く
務
に
関
し

)
を
消
費
庁
長
官
に
委
イ

も
の
を

る

く

及
、
"
L
)

産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に

(
新
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)
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1
第
二
十
条
第
十
五
条
及
ひ
第
十
六
条
の
規
定
は
、
国
及
ひ
地
方
公
共
団
体

に
適
用
し
な
い
。

第
五
章
罰
則

1
 
第
十
二
の

ら
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
ソ
に
処

る

第
二
十
二
条
第
十
久
の
規
正
に
ょ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告

を
し
た
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
米
に
す
る

別
表
(
第
二
条
関
係
)

-
 
S
七
(
略
)

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、

＼ノ

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
、
環
境
の
保
全
、
公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他

の
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
関
わ
る
法
律

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

反
し
て
同
条
に
疋
す
る
エ
ハ
を
、
Υ

こ

(
新
設
)(

新
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)

別
表
(
第
二
条
関
係
)

-
 
S
七
(
略
)

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、

八

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
、
環
境
の
保
全
公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他

の
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法

律
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

15



0
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
六
条
関
係
)

(
所
掌
事
務
)

第
四
条
消
費
者
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
事
務
(
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
)
を
つ
か
さ
ど

る
。-

 
S
二
十
一
(
略
)

二
十
二
公
益
通
報
者
(
公
益
通
報
者
保
護
法
(
平
成
十
六
年
法
律
第
百

二
十
二
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
条
第
二

項
第
一
口
万
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

改

正

二
十
三
S
二
十
六

・
 
3
 
(
略
)

2

(
設
置
)

第
六
条
(
略
)

2
 
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
消
費
者
基
本
法
、
消
費
者
安
全
法
(
第
四
十
三
条
を
除
く
。
)
、
割

賦
販
売
法
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取

引
契
約
に
関
す
る
法
律
、
食
品
安
全
基
本
法
、
消
費
者
教
育
の
推
進
に

関
す
る
法
律
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
、
食
品
表
示
法
、

(
堕

(
所
掌
事
務
)

第
四
条
消
費
者
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
事
務
(
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
)
を
つ
か
さ
ど

る
。-

 
S
二
十
一
(
略
)

二
十
二
公
益
通
報
者
(
ハ
ム
益
通
報
者
保
護
法
(
平
成
十
六
年
法
律
第
百

二
十
二
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
条
第
二

改

正

項
第
一
口
方
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
保
護
に
関
す
る
基
的
な
政
策
の

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

二
十
三
S
二
十
六

3
 
(
略
)

2

企
凶
及
、
立
案
並

前

(
設
置
)

第
六
条
(
略
)

2
 
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
消
費
者
基
本
法
、
消
費
者
安
全
法
(
第
四
十
三
条
を
除
く
。
)
、
割

賦
販
売
法
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取

引
契
約
に
関
す
る
法
律
、
食
品
安
全
基
本
法
、
消
費
者
教
育
の
推
進
に

関
す
る
法
律
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
、
食
品
表
示
法
、

進
に
関
す
る
こ
と
。

後

J'ー'、

略に
、、ーノ

16



食
品
衛
生
法
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
、
家
庭
用
品
品
質
表

示
法
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
、
国
民
生
活
安
定

緊
魚
日
置
1
 
(
昭
和
四
十
八

ー
の
規
定
に
ょ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

る
こ
と
。

Υ

第
百
二
十
石
)
及
ひ
仏
益
通

食
品
衛
生
法
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
、
家
庭
用
品
品
質
表

示
淡
住
宅
曾
鬢
穫
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
1

緊
魚
.
置
Υ
(
昭
和
四
十
八
年
1
 
第
百
二
十
一
口
)
の
規
定
に
ょ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
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